
別紙２ 
 

料⾦表 
令和 8 年 4 ⽉ 1 ⽇現在 

（１） 基本料⾦  
①通所リハビリテーション費 １⽇につき  
（要介護認定による要介護の程度および利⽤時間によって単位が異なります。）  
［１時間以上２時間未満］ 《通常規模事業所》  
・要介護１          ３６9 単位  
・要介護２          ３９8 単位  
・要介護３          ４２9 単位  
・要介護４          ４５8 単位  
・要介護５          ４９1 単位  
② 介護予防通所リハビリテーション  
・要⽀援１         ２，２６８単位  
・要⽀援２         ４，２２８単位  

（２） 加算 
 ① 通所リハビリテーション  
・リハビリテーションマネジメント加算イ   １⽉につき(6 ⽉以内)     ５６０単位  

１⽉につき(6 ⽉超)      ２４０単位  
・リハビリテーションマネジメント加算ロ   １⽉につき(6 ⽉以内）    ５９３単位  

１⽉につき(6 ⽉超)      ２７３単位  
・事業所の医師が利⽤者⼜はその家族に対して説明し、利⽤者の同意を得た場合 

１⽉につき         ２７０単位  
・短期集中個別リハビリテーション実施加算  １⽇につき         １１０単位  
・認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算(Ⅰ)   １⽇につき(週 2 回限度)   ２４０単位  
・短期集中個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算     １⽉につき          １１０単位  
・科学的介護推進体制加算          １⽉につき         ４０単位  
・事業所が送迎を⾏わない場合        ⽚道につき        −４７単位  
・退院時共同指導加算            1 回につき          ６００単位 
② 介護予防通所リハビリテーション  
・利⽤を開始した⽇の属する⽉から起算して 12 ⽉を超えた期間  

要⽀援１ −２０単位  
要⽀援２ −４０単位  

・退院時共同指導加算            1 回につき          ６００単位 
・科学的介護推進体制加算          １⽉につき          ４０単位  
※区分⽀給限度基準額について 区分⽀給限度基準額を超えた単位数については、⾃費請求いた
します。 

（４）⽀払い⽅法 当施設が定める⽀払い⽅法となります。  
（５）施設利⽤料の減額・免除 「⽣活保護受給者」の⽅は、当施設利⽤料⾦の減額・免除対象者となる
場合もあります。 その際、当施設の担当者が預⾦通帳や各種保険証書などの確認も⾏うことになります。
詳し くは、⽀援相談員にご相談下さい。 


